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【論文】

育児休業復帰面談における権力作用
～「不安」が利用されるとき～

杉　浦　浩　美†

1．はじめに

本稿は育児休業復帰面談という交渉の場におけ
る権作用について、ある裁判事例に着目し、原告
女性に実施したインテビューデータを用いて考察
を試みるものである。2015 年から始まり、最高
裁まで上告されたこの裁判は、各種メディアに
よってマタニティ・ハラスメント裁判と位置づけ
られており、妊娠・出産によって女性労働者が
被った不利益をめぐって争われている。具体的に
は、復帰面談の場で会社側から示された正社員か
ら契約社員への変更という法的効果を生じさせる
ことになった雇用契約書に女性労働者が署名した
こと（裁判ではその行為をもって「合意」とみな
されている）、その「合意」の前提にあったとさ
れる正社員への契約再変更が、本人が強く望んだ
にもかかわらず認められなかったこと、その結果、
女性は契約社員のまま契約が打ち切られる形で職
を失った、という経緯をめぐっての争いである

（なお、本稿を執筆した後の 2020 年 12 月 8 日に
最高裁上告棄却の決定がなされた）。

本稿がこの事例に着目するのは、以下の 2 点に
ついて検討する必要があると考えるからである。
第 1 は育児休業復帰面談という場が女性労働者の
権利を十分に保障する形で機能しているか、逆に
排除のための抑圧装置として機能している危険性

はないか、という点について考えたいからである。
次節で詳しく述べるが、妊娠・出産を経て育児休
業を取得した後も、復帰をめぐってさまざまな障
壁やハラスメントがあることが明らかになってい
る。復帰面談とは本来なら、復帰をスムースに果
たすための、その意味では女性労働者をエンパ
ワーメントするものでなければならないはずだ。
だが、そのようなケースばかりではないという現
状においては、実際にどのようなやりとりがなさ
れているのかを具体的に検討することは、意義の
あることと考える。第 2 は、女性にとっての「不
利な選択」が「女性自らがなした」とみなされる
ことについて、改めて考えたいからである。本件
は、地裁判決においても署名という行為をもって
不利益な契約への「合意」がなされた、とみなさ
れている。法学者である石﨑は一審判決後に、面
談の場でなされた双方の「合意」について、（女
性側の）「自由な意志の有無を問題にすべきで
あったと考える」（石﨑 2019）と指摘している。

「合意」は女性側の「自由な意志」によってもた
らされたといえるのか。仮にそこに「不利益な選
択」のその不利益さを十分考慮することができな
いまま「同意」してしまったという状況があった
としたら、その背後にはどのような仕組みがあり、
どのような力が作用していたのだろうか。3 節で
詳しく論じるが、「女性自らがなす不利な選択」
については、その選択の背後にある隠された権力
作用という観点からの議論もなされている。ここ
では、不利益をもたらす契約への「同意」がどの
ようなプロセスでなされたのかを具体的に検討す
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ることで、育児休業復帰面談における権力作用に
ついて考察したい。

2．育児休業からの復帰にかけられる圧力

「妊娠・出産しながら健康に働き続ける権利」
は女性労働者にとって当然の権利であり、少なく
とも、労働基準法、男女雇用機会均等法、育児・
介護休業法等によって、法制度的には保障される
べきものとされている。だがこうした法に守られ
にくい非正規雇用労働者は増加し続けており、ま
た正規雇用の女性においても、罰則規定のない均
等法、育・介法が十分機能しているとは言えず、
その権利が保障されているとは言い難い。何より、
高度成長期以降「専業主婦」を前提とした性別役
割分業モデルに基づく男性優位の働き方が形成さ
れてきた日本社会においては、未だに男性中心の
企業文化と職場意識が根強く、女性労働者への差
別構造は消えていない。特に、女性労働者の妊
娠・出産に対しては、直接的、間接的にさまざま
な圧力がかけられていることが明らかになってお
り、職場が女性労働者を排除する「きっかけ」に
もなっている。本稿が着目する裁判もマタニ
ティ・ハラスメント裁判と位置付けられてきたが、
マタニティ・ハラスメントとは、単に均等法で禁
止されている不利益取り扱い（9 条 3 項）や防止
措置が義務付けられている行為（11 条 3 項）だ
けを指すものではない。もっと幅広い概念であり、
筆者は職場から女性の身体性を排除しようとする
抑圧構造そのものを告発する概念であると考えて
いる（杉浦 2009）。

育児休業からの職場復帰をめぐる問題において
も、深刻なマタニティ・ハラスメントが生じてい
る。被害当事者への相談や支援を行っている団体、
NPO 法人マタニティハラスメント対策ネット
ワーク（以下マタハラNet）に寄せられたメール
相談事例を筆者が分析したところ（設立の 2014
年 7 月から 2017 年 12 月までの 3 年半に寄せられ
た相談メール 238 件が分析対象）、相談者の被害

時の状況でもっとも多かったのは「妊娠中」で
64％だった。ついで「復帰後」が 16％、「産休・
育休取得中」が 13％となった。3 割近くが「育休
復帰後の働き方」をめぐって出産後に問題に直面
したことになる。相談内容は、契約切り、退職勧
奨、降格、減給、遠隔地への転勤、望まない配置
転換など多岐にわたり、これらが産休や育休取得
中に一方的に通告される、あるいは復帰後に初め
て知らされる、といったケースが多かった。「育
休中に解雇通知がきた」「給与制度がかわってい
たのに、休暇中だからと知らせてもらえなかっ
た」「育休復帰と同時に遠方への異動を命じられ
た」「復職した初日に解雇された」「育休取得中に
職場に遊びに行ったら自分の部署がなくなってお
り、私物も片付けられていた」等、そこには、さ
まざまな経験が寄せられている 1）。

近年、育休復帰とハラスメントは男性労働者の
問題として注目されることが多かった。例えば
2019 年 6 月、スポーツ用品メーカーに勤務する
30 代の男性社員が、育児休業取得後に子会社出
向を命じられるなど不当な扱いを受けたなどとし
て、同社を相手に東京地裁に提訴というニュース
が報じられている。同じ 6 月には、SNS 上に妻
が投稿した「夫が育休から復帰後 2 日で、関西へ
の転勤辞令が出た。（略）不当すぎる」という
SNS 上の「つぶやき」が大きな話題となった。
この夫はやむなく退社に至ったとされるが、一連
の投稿が見られた回数は累計 500 万回を超えたと
いう（島津 2019）。男性労働者が育児休業を取れ
ない、取りにくい、あるいは取ったとしても嫌が
らせや制裁行為に合うという問題は「パタニ
ティ・ハラスメント」とも表現されており社会的
反響も大きい。

では、女性労働者の育休取得からの職場復帰に
対してはどうだろうか。平成 30 年度雇用均等基
本調査によれば、育児休業終了後に職場復帰せず
に退職する女性労働者の割合は約 1 割である。こ
うした育休業を取得しても職場復帰しないまま退
職していく女性たちについては、批判的なまなざ
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しが向けられることもある。「制度の悪用」「権利
ばかり主張する」「貰い逃げ」などといった言説
はインターネット上でしばしばみられるものだが、
そこには、退職の背景に退職せざるをえない事情
があったのではないかという問題意識は希薄であ
る 2）。だが先の相談事例にもあったように、復帰
直後に遠隔地への異動を命じられるなど、物理的
に就業困難な状況に追い込まれる女性もいる。ま
たそれを自己都合退職とされるなど、復帰をめ
ぐってさまざまな圧力にさらされている状況があ
る。さらにそうした、復帰をめぐる圧力が生じる
具体的な場面として、育児休業復帰面談がある。
以下は、先のマタハラNetの相談によせられた 2
つのケースである。

「四月復帰予定で保育園も決まり、社長との面
談に出向いたところ、産休前の役職、給与は消え
去っていました。私の部下が私の上長になる、給
与は年間 60 万円の減額。私はフルタイムで復帰
希望でしたが、会社としては今私にさせたい仕事
がない、産休中に会社の組織が変わったので新体
制にすべく給与の変更はやむをえないとのこと。
全く納得いきません。仕事がしたいのに戻る場所
を失いました。泣き寝入りはしたくありません。
せっかくの保育園も、このままだと内定取り消し
になるのではと危惧しております」

「産休明けの仕事復帰の際に、人事課長、直属
の上司、私の三者面談がありました。そこで人事
課長からマタハラを受けました。そこで受けた精

神的ダメージで少しうつ症状がでてしまい、メン
タルヘルスを会社で受けようにも、人事課長が原
因のため、会社には相談できません（人事課がそ
のような心のケアなどを行う部署）。つらくて会
社に行くことができなくなり、やめようと思って
います」

女性の復帰を阻むような具体的なやりとりが
あったことがうかがわれる。以前、筆者がインタ
ビューしたある女性は、復帰面談のたびに会社側
から「（復帰に向けての）やる気が見えない」と
言われ、何度もレポートを書かされたという。乳
児を預けて臨む面談はそれ自体が大きな負担を伴
うが、一生懸命書いたレポートを何度提出しても

「やる気が見えない」とつきかえされたことは
「本当にきつかった」と語っていた。

また、こうしたあからさまな圧力やハラスメン
トがなかったとしても、例えば、「お迎えはどう
するのか」「残業はできるか」「子どもが熱をだし
たらどうするのか」といった質問を何度も重ねら
れた結果、両立への不安が増大し、結局、復帰を
断念したというケースも少なくない。そもそも育
児休業復帰面談は、女性社員にとって不利なもの
となる恐れが大きい。雇用する側と雇用される側
という非対称的な権力関係におかれるだけでなく、

「両立についての不安」が介在するからである。
日本労働研究機構が実施した調査では、育児休業
利用者の約 6 割が職場復帰に不安を抱いていると
される（日本労働研究機構 2002: 23）。民間のシ
ンクタンク調査等においてはさらに高い割合が示

表1　育児休業終了後の復職者及び退職者割合（％）

女性 男性

育児休業者計 復職者 退職者 育児休業者計 復職者 退職者

平成 24 年度 100.0 89.8 10. 2 100.0 99. 6 0. 4
平成 27 年度 100.0 92.8 7. 2 100.0 99. 9 0. 1
平成 30 年度 100.0 89.5 10. 5 100.0 95. 0 5. 0

出典：厚生労働省「平成 30 年度雇用均等基本調査」
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されており、例えば、第一生命経済研究所の調査
では育児休業制度を利用した女性の約 8 割が「復
帰後に育児と仕事との両立ができるか不安だっ
た」と回答している 3）。「仕事へ戻りたいという
思い」と「両立への不安」という葛藤は、女性労
働者を通常よりさらに「弱い立場」に追いこむこ
とになる。そうした「不安」を取り除くのが本来
の役割であるはずの面談の場において、逆にその

「不安」を増大させるようなやりとりが行われて
いることについては、厳しく問題化していく必要
がある。

3．�女性自らがなす「不利な選択」へのアプ
ローチ

しかし面談や交渉の場での圧力は、前節で紹介
したような「わかりやすいもの」としてあるだけ
ではない。たとえ目に見える形での圧力がなかっ
たとしても、結果的にみれば女性にとって「不利
益」になる状況がもたらされるとしたら、それに
ついてはどのように考えたらいいのだろうか。本
稿が着目する事例は冒頭で触れたように、面談の
場で提示された雇用契約書に女性労働者自身が
いったんは「同意」したとされているが、それに
よって多大な不利益を被っている。本節は第 2 の
観点である、女性自らがなす（とされる）「不利
な選択」についてどのようにアプローチするのか、
整理しておく。

女性にとっての不利な状況が「女性自らの選
択」とされることで問題化されにくいということ
については、これまでもさまざまに指摘されてき
た。その代表的なものに非正規雇用の問題がある。

「パートは女性が自ら望んだ働き方」という言い
方は、パート労働の不利で不公正な働き方を不問
化する役割を果たしてきた。総務省の労働力調査
によれば、非正規雇用を選択した理由は女性の場
合「自分の都合のよい時間に働きたいから」「家
計の補助・学費等を得たいから」「家事・育児・
介護等と両立しやすいから」が毎年、上位 3 つを

占めている。「女性自身が望んでいる」という根
拠にしばしば用いられるのだが、それによって

「正規の職員・従業員の仕事がないから」という
「不本意非正規雇用」の存在（同調査によれば
2019 年度でも 121 万人いる）が見えにくいもの
とされてきた。さらに上位 3 つの理由にしても、
果たして女性自身が「本当に」望んでいると言え
るのか、という問いも発せられる。非正規雇用と
いう不利で不公正な働き方を「自ら選択する」背
景には、女性がケア労働の多くを担っているとい
うジェンダー構造があるからだ。萩原は本裁判の

「意見書」において「ケア責任を有する労働者の
意思決定における制約とその構造的強制性」（萩
原 2019）について鋭く指摘している。そうした
構造や制約が問われないまま女性の「意思」や

「選択」とされることで、そこに生じる不利益が
問われにくいままとなってきたのだ。しかし、こ
うした女性自らがなす「不利な選択」について、
その背景に切り込もうとするアプローチや研究も
出現している。ここでは、日米の専業主婦研究に
ついて触れてみたい。

アメリカでは近年、高学歴女性が退職し専業主
婦になる傾向があるとされ、女性たちの離職は

「Opting Out」（選択的離脱）と呼ばれる。
Matcharは一流大学を卒業しながら投資銀行や広
告代理店、官庁などを退職し主婦になるという選
択をするアメリカの若い女性たちの生き方を「新
し い 生 き 方 」 と し て 肯 定 的 に 描 い て い る

（Matchar 2013 ＝森嶋訳 2014）4）。一方で『Opt-
ing Out?』という書名のもとに「離脱」は本当に
彼女たちの「選択」なのか、と問いかけたのが
Stoneである。専門職や管理職といったキャリア
を「離脱」し専業主婦になることを「選択」した
女性たち 54 名へのインタビューを実施し、女性
たちが退職については自らが「選択した」と語る
一方で、それが必ずしも積極的な選択ではないこ
と、背後にはケア役割や夫のキャリアを優先する
という家庭側の「pull」要因があり、さらに女性
のキャリア形成や昇進への障害など、職場側から
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の「push」要因が大きいことが指摘されている
（Stone 2007）。「さまざまな外的要因を受け、結
局はそうすることを選択せざるを得なかった」

（砂田 2018: 184）、「彼女たちの離職は決して「選
択的離脱（opt out）」ではなく、「締め出し

（shut out）」だということ」（黒田 2016: 215）が
明らかにされている。

日本においても、一見「妻の意思」に見える出
産退職（妻にとっては不利な選択）の背景に何が
あるのかを考察している研究がある。三具は、第
1 子出産を控えた 23 組の「平等志向夫婦」への
インタビュー調査を実施し、「妻の退職」がどの
ような夫婦間のやりとりを経て選択されたのか検
討している。23 組中 3 分の 2 が「妻の退職」を
選択しているのだが、興味深いのはその選択に対
し、ほとんどのカップルが「（きちんとした）話
し合いをしていない」と語っていることだ。「仕
事を続けたがっている妻に夫が仕事を辞めるよう
言う」というようなわかりやすい事例はそこには
ない。夫婦関係を悪化させることなく平穏にその
選択がなされているのだが、三具はその背後にあ
る権力作用をkomterの 3 つの権力概念を用いて
明らかにする。夫婦の努力では解決しえない育児
や就労をめぐる制度的・社会的障壁を前にしてな
されるジェンダー・アレンジメント、すなわち、
対立が表面化するのを回避させるように作用する

「潜在的権力」、さらには妻の退職を「収入の差」
や「家事スキルの差」によって「合理的」と受け
入れていく心理的メカニズム、すなわち「不満を
顕在化させないように働く目に見えない権力」が
作動していると指摘するのだ（三具 2018: 109-
141）。

筆者自身かつて、一般職女性の就業継続意思が
「自主的な」出産退職へと至るプロセスを、イン
タビューデータを用いて分析した。就労意欲を持
ちながらも「子どものため」と語られる離職の背
景には、就労意欲を損なうような状況と、就労意
欲を母親役割へと回収しようとするさまざまな装
置が作動していた（杉浦 2009: 147-169）。これら

の研究はいずれも、マクロな意識調査では抽出で
きない意思決定プロセスの背後にある要因を、ミ
クロなインタビュー調査によって明らかにしよう
としたものである。

本稿はこうした先行研究をふまえ、当事者女性
へのインタビューデータを用いて「不利な選択」
への「同意」がなされた意思決定プロセスを検討
するという方法をとることとする。

4．�分析の枠組み～交渉プロセスにおける隠
された権力

第 2 節では、育児休業からの復帰においてもハ
ラスメントやさまざまな圧力がかけられているこ
と、また復帰面談がその圧力がかけられる具体的
な場となっていること、さらに、そうした圧力は
わかりやすい形としてあるだけでなく、目には見
えにくい形でも存在する、ということを指摘した。
第 3 節では、女性にとっての「不利な選択」が

「女性の意思」とされることで問題化されにくい
構造となっていることを指摘し、その「選択」の
背後にある要因や権力作用について考察を試みて
いる先行研究について触れた。本報告は、育児休
業復帰面談の場でなされた「不利な選択」への

「同意」に着目し、その背後にある要因をミクロ
なインタビューデータを用いて明らかにしようと
する試みである。本節では分析の枠組みに用いる
権力概念について整理しておく。

まず育休復帰面談を、職場復帰をめぐっての交
渉がなされる場として定義し、交渉においてはさ
まざまな権力が作用する、ととらえることとする。
さらに、その権力作用をLukes、Komterの 3 次
元の権力論を用いて考察を試みる。Lukesが唱え
た三次元の権力論（Lukes 1974＝中島訳 1995）
について以下、矢野の整理を借りて紹介すると

「客観的にみると利害がそこなわれているにもか
かわらず、そのことに当事者さえも気づかない現
象も権力作用」ととらえ、「明白な対立をめぐっ
て表面に顕在化する権力を一次元の権力、意志決
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定の舞台裏で作用する権力を二次元の権力、当事
者に「真の利害」を自覚させないように作用する
権力を三次元の権力と分類」した（矢野 2018: 
42）。このLukesの三次元の権力論は政治や組織
といったマクロなものを対象としているが、それ
をミクロな夫婦関係研究に用いたのが、先の三具
の先行研究でも紹介したKomter（1989）である。

「「顕在的権力」は顕在的な対立をめぐって具体化
される権力、「潜在的権力」は対立が表面化する
のを回避させるように作用する権力、「目に見え
ない権力」は不満を顕在化させないように働く権
力（Komter 1989, 1991）」（三具 2018: 49）とい
う 3 つの権力概念を用いて、ミクロな交渉場面で
意識的、あるいは無意識的に作用する影響力（隠
された権力）について考察している。この 3 つの
権力概念を用いて、育児休業復帰面談という場の
交渉プロセスについて具体的に考えてみたい。

例えば、第 2 節の相談事例であげたような、退
職勧奨や退職強要、さらには遠方への異動を命じ
るなど、復帰を望む女性にとって明らかに不利益
となる扱いを会社側が強圧的な、一方的な態度で
提示するような場合は「顕在的権力」と言えるだ
ろう。復帰を阻む、女性を排除しようとする圧力
は目に見える形で示され、明らかな対立関係を生
じさせる。それに対し、当初は復帰の意欲をもっ
ていた女性が、面談での交渉プロセスにおいて復
帰をあきらめ、不満を持ちつつも自ら退職してい
くようなケースは「潜在的権力」と呼べるのはで
ないか。会社側からの直接的な排除のアクション
がないために「対立」が表面化することはないが、

「お迎えはどうするのか」「熱を出したらどうする
の」といったような両立への不安を煽るような発
言が重ねられるなかで、「会社の理解が得られな
い」「周囲に助けてくれる人がいない」などと考
え、自ら復帰を諦めてしまうようなケースである。
会社との明確な対立関係は生じないまま（「顕在
的権力」の不在）、復帰を断念させるという「潜
在的権力」が作動している。では 3 つ目の権力で
ある、不満を顕在化させないよう作用する「目に

見えない権力」とは、育児休業復帰面談では具体
的にどのようなものとしてあるのだろうか。以下
からは、本稿が着目する事例を検討することで、
それについて考えていきたい。

5．本裁判事例の経過と用いるデータ

本事例の経過を以下に、整理しておく。
女性は 2008 年に正社員として入社、2013 年に

第一子を出産し育児休業を取得する。2014 年 2
月、保育園に入園することができず待機児童と
なったため、半年間、育休を延長する。半年間の
育休延長でも保育園に入園することができなかっ
たため、さらに以前から会社にあった休職制度を
利用して 3 か月の休職を希望するが認められな
かった。同年 9 月、育休終了日に契約社員への変
更を意味する雇用契約書に署名（のちに詳述する
が、本人が希望すれば正社員への契約再変更が可
能であるとの説明を受けていた）。同月に入所で
きる保育園が見つかったため、正社員への復帰希
望を申し出るが、会社側に受け入れられなかった。
2015 年に契約社員のまま雇止めとなり失職。同
年、会社側が地位不存在確認（女性が社員の地位
でないことの確認を求める請求）を提訴、女性側
が応訴する形で地位存在確認を提訴。2018 年の
一審判決では、「雇止めは合理的な理由を欠く」
として契約社員の地位は認められたが、正社員へ
の復帰については「契約社員としての雇用契約は
女性も合意。会社の強要ではなかった」とし、双
方が控訴した。2019 年の二審判決では、会社の
主張が認められる形で、女性側が敗訴となった 5）。

ここでは、これまで整理した通り、育児休業復
帰面談という場面に焦点をあて、女性の「語り」
にそって、その意思決定プロセスを考察する。以
下、分析に用いるデータは、2018 年 5 月に都内
某所で約 3 時間にわたって実施したインタビュー
によるものである。筆者は女性が裁判を提訴した
後に、ある集会で初めて出会い、その後、裁判を
傍聴するなど、さまざまな集会で直接に会う機会
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を得てきた。ただその経験を女性自らの語りに
よって長時間にわたり聞くことができたのはこの
インタビュー時であった。よってデータとして用
いるのはインタビュー調査時に得たものとする。
なおインタビューは同意を得て録音し、さらに文
字に起してデータ化している。

6．「語り」の分析～面談の経過

まず、女性の「語り」にそって、面談の経過を
確認していく。

最初に復帰について話し合われたのは 2014 年
2 月で、保育園に落ちた直後のことであったとい
う。英語講師として専門的業務についていた女性
は、就労意欲が非常に高く、育児との両立におい
ても出産前に実家の近くに引っ越しをするなど、
復帰のための準備を整えていた。それだけに、保
育園に落ちたというショックは大きかった。面談
はそうした状況下で行われた。

「保育園に落ちて、いろいろ細かいことを話し
あっていこうという面談の日に、新しい契約社員
制度を作りました。正社員（復帰）が前提です。
週 3 日から復帰できます。法律を超えたいい制度
ですから、と言われたんです。保育園に落ちたの
は悲しかったけど、あなたを応援しています。よ
りそっていきます、ということだと思っていたん
です」

この面談で、会社側から「正社員のための育休
復帰制度」として新しい「就業形態」についての
説明を受けたのだという。渡された制度説明文書
は簡易なものでありそこには、正社員が育休明け
に契約社員となり、再度、正社員へ再変更する、
という就業パターンが示されていた。さらに契約
社員については「本人が希望する場合は、正社員
への契約再変更が前提です」との記載があったと
いう。会社側が示したこの文書について弁護士の
圷は、週 5 日、4 日、3 日勤務の時短制度を新た

に設けたとし、週 5 日勤務は正社員、週 4 日、3
日勤務の場合は契約社員と「セット」にしたうえ
で、それを選択させる形で示していることは大き
な問題だ、と指摘する（圷 2020: 55）。正社員復
帰についても、のちに会社が強く主張することに
なる「会社の判断次第」という記載は、この時点
ではなかったという。

筆者が着目するのはこの新たな就業形態が示さ
れる際、「これから、そういう社員も増えていく
だろうから、まずはパイオニアとして」「期間の
定めがあって切るための制度ではない。キャリア
をつなぐためのもの」という説明を受けた、と語
られた点だ。女性は、会社の規模が大きくなる時
期にそれまでなかったカリキュラムを作成し「過
渡期にシステムを作っていった」と語るなど、会
社の成長に貢献してきたという自負がある。会社
に対して愛着も信頼ももっていた。この面談につ
いても「会社は応援モード」と感じられたといい、
この申し出に「励まされた」とも語っている。後
輩女性たちのためにも自分が道筋を作りたい、と
の思いもあっただろう。

あくまで正社員での復帰を強く希望していた女
性は、この時点では法律で認められている育児休
業の 6 か月延長を申請した。だが延長した育児休
業期間にも保育園に入園する目途が立たなかった
ため、7 月の面談時に会社の定める休職制度を利
用して 3 か月の休暇延長を申し出るが、認められ
なかった。8 月の面談を経て、結果として 9 月の
面談で契約社員への転換を意味する雇用契約書に
署名することになる。

「育休終了日に会社にきてください。これで
すって（書類を）渡されて、いまサインしてくだ
さい、という状況でした。給与も（正社員の）週
5 日と（契約社員の）3 日では変わるのですが、
そのへんの交渉も全くなく」

その時のことを、「これ、こちらです。明日に
は育休が終了しちゃうから、今日しかサインする
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日がありませんね、と言われて」署名してしまっ
た、と振り返る。十分な情報提供も、落ち着いて
考慮する時間も与えられないままの「署名」で
あった。正社員での復帰を強く望んでいた女性に
とって、この契約は決して納得できるものではな
かった。だが、上司から「5 日が 3 日になるだ
け」と言われ、授業のコマ数が減るだけだ、とも
考えたという。英語講師という仕事の性質上、保
育園に入園できない状況でも、土日勤務や平日夕
方からの授業を担当することで週 3 日勤務が可能
とされた。女性が「保育園に入れない間だけの窮
余の策」としてその提案を受け入れてしまったと
しても、無理はないように思われる。しかし当然
のことであるが、正社員から契約社員への転換の
不利益は大きかった。40 万円台だった給与は 10
万円台になり、月収は 4 分の 1 になった。

「それにしてもちょっと低い。でも、つなぎだ
し。でも、一日も早く復帰しないと生活に支障が
出る」

「窮余の策のつなぎ」として受け入れた契約で
あればこそ、一日も早く正社員に復帰したいと考
えた。女性はそれまでの保育園探しの地理的条件
を拡大し、家からは遠くなるが何とか空きのある
保育所を探しだした。さっそく保育園の目途がつ
いた旨を会社に告げ「正社員に戻してほしい」と
願い出た。だが会社側からは「現段階では正社員
に戻すことは考えていない」との返事が返ってき
た。「契約社員制度」をあくまで一時的なものと
考えていた女性は、週 5 日働ける体制が整ったの
に、なぜ正社員に戻れないのか、理解できなかっ
た。会社側に両親のバックアップもあることを伝
えたが、それでも「週 3 日で働くように」と言わ
れ、はじめて「おかしい」「話が違う」と思った
という。

「10 月からは難しいとしても、遅くとも、11 月
からは現場の感覚としては調整などいくらでも可

能、という感覚だったんですよね。人手もそんな
にいたわけでもありませんし。私は 10 月から保
育園に預けて、10 月からは週 5 日働けるけども、

（正社員復帰を）11 月まで多少待つことも考えて
はいましたが、（会社側から）現段階では（正社
員復帰は）考えていませんと言われて、そこから、
おかしいと思って。少しずつ（おかしいな）と
思った。ショックでしたね」

「正社員に戻すつもりはありませんって言われ
て、で、理由は面談で話しますと。その面談が行
われたのが 9 月○日で、（略）ここで私が「もど
れます」としっかり言えば、もどしてくれると
思っていたんですね。でもいくら言っても、ま、
バックアップがあって週 5 日戻れたとしても、3
日で働けというようなことを結構言われて、話が
違う」

「書面と話しあっていたことがそもそも違う。
でも、それは法律を知らない私にとってはそこま
では知識がないので、やはり、戻れるものだと
思ってしまってそこに正社員でもどれますと書い
てあればいいけど、その 1 個まえの（2 月の面談
時に示された）書類には正社員（復帰）が前提で
すと書いてあるし、社長もそういう意図で作った
と。期間の定めがあって切るための制度ではない、
キャリアをつなぐためですと」

上記の語りにあるように、実際に署名した雇用
契約書には、正社員復帰に関する文言は入ってい
なかった。だが、2 月の面談で示された制度説明
文書には、「契約社員は、本人が希望する場合は
正社員への契約再変更が前提です」という文言が
あったという。妊娠・出産を経てキャリア継続す
る社員を応援するための制度である、と説明され
女性はそれを信じていた。状況さえ整えば、当然、
正社員に復帰できると考えていた。それがかなえ
られないことで「おかしい」「話が違う」と気づ
くことになる。会社側は正社員復帰について「社
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員に戻すのは、ある程度の時間をかけ問題がない
か見て、会社が判断する」との態度を示したとさ
れ、正社員復帰の条件について、女性の理解とは
全く違う解釈がなされていることがわかる。それ
でも、正社員復帰の交渉を始めた当初は、女性は
会社を信頼しており、正社員復帰についても、き
ちんと話し合えば分かってもらえると考えていた
という。個人で参加できるユニオンに加入し、労
働局へも相談、団体交渉の申し入れや労働委員会
のあっせん等、あらゆる努力をしたが、正社員復
帰はかなえられないまま、2015 年に雇止めとな
り失職した。

7．考察

2 月の面談から雇用契約書への署名、さらに、
その後の正社員復帰が拒否されるまでの経過を女
性の語りにそって確認した。正社員のままごくあ
たりまえに働き続けるつもりであった女性が契約
社員への転換をいったんは「同意」してしまう背
後に、どのような「力」が作用していたのだろう
か。

まず署名までのプロセスにおいては、対立は回
避されている（「顕在的権力」は不在）。対立が表
面化するのは正社員復帰を申し出た後である。正
社員復帰を望む女性とそれに応えようとしない会
社側の対立関係がここで表出する。逆に言えば、
署名という行為の背後には、対立を表面化させな
い「潜在的権力」が作用していたことになる。そ
れは週 3 日勤務への転換が、女性にとってはあく
まで一時的な「つなぎ」と解釈されたからだろう。
保育園に入所できないという物理的な障害がある
中で提示された「週 3 日からでも復帰できる」と
いう選択肢は、女性にとっては、仕事を継続する
ための選択でしかなかった。正社員としの就業継
続が第一義的に選択された結果、「復帰」するた
めの一時的な方法としてそれが選択されたのだ。

「同じ労働市場で会社を辞めて私が復帰できる

場はまずないと、わかっていましたから。そもそ
も専門職である。で、○○を変えたからといって
じゃあ、正社員で 40 万とれるかというとそれも
難しいというところもあって、条件面からしても
生活を維持するという意味でも、最初から妊娠し
た時から「戻る」、ここで働き続けるということ
は頭の中にあったし、そうやって会社と話しあっ
てきました」

転職経験をもっており、自分のキャリアと真摯
に向き合ってきた女性は、キャリア継続という意
味からも、経済的理由からも「今の会社で働き続
ける」という強い意欲をもっていた。先に触れた
ように、会社への愛着も信頼ももっていた。その
ような女性に対し会社側から「正社員を応援する
ための制度」「こういう働き方もある」という形
で提案がなされたのである。「週 3 日勤務への転
換」が「週 3 日からでも復帰できるようにした」
と示され、しかもそれが「あなたのキャリアをつ
なぐため」と提示されたことで、制度本来が内包
していた意図やそれによって生じる不利益が見え
にくいものとされたのではなかったか。それが不
満を顕在化させないよう作用したのだとしたら、
そこには「目に見えない権力」が作動したことに
なる。

会社側が考えるキャリア継続と女性が望むキャ
リア継続には大きな隔たりがあったと思われる。
会社が示した「新しい就業形態」からそれが読み
取れる。女性が示されたという文書には新たな就
業形態として「入社時：正社員→（育休）→育休
明け：契約社員→（子が就学）→正社員への再変
更」という例が記載されていたという。契約社員
から正社員への再変更の間にカッコ内の記載とし
て「子が就学」とあるのだ。それは、この制度自
体が三歳児神話を内包している可能性を示唆して
いる。たとえ、正社員復帰が前提とされていたと
しても、そこに会社側の（あるいは経営トップ
の）復帰させるとしても「子どもが 3 歳になって
から」「子どもが小学校に上がってから」という
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思惑が仮に潜んでいたとしたら、一見、「正社員
女性のため」と謳われる制度は会社にとって都合
のいい働き方への誘導装置でしかないことになる。
同時にこの文書には、「週 5 日勤務なら正社員」

「週 4 日、3 日勤務なら契約社員（1 年更新）」と
いう提示がなされていたという（圷 2020）。子ど
もを持っても「これまで通り」に働ける者にだけ
正社員というメンバーシップを与え、それ以外の
者はメンバーからいったんはずそうとする意図を
そこに読みとるとすれば、ケアを持ち込まない労
働者だけで職場を構成し、ケアを抱える労働者は
極力排除したい、という従来の職場のありようと
変わらないことになる。だが、従来と変わらない
この仕組みは、その提示の仕方が従来とは異なっ
ていた。

三歳児神話はこれまで、女性労働者を排除する
際の「目に見えない権力」として作用してきたの
ではなかったか。夫婦関係における「目に見えな
い権力」が作動する要因はジェンダー・イデオロ
ギーであるとされる（Komter 1989, 三具 2018）
が、女性が労働市から退出していく際の「目に見
えない権力」（排除されたことにすら気づかせな
いよう作用するイデオロギー）は、「子どものた
め」と語られてきた三歳児神話であると考えてい
る（杉浦 2018: 154-159）。子どもが幼いうちは、
就業を制限して母親役割を担うべきだ（その方が
いい）という規範や考え方は、今も広く社会に内
包されており、女性自身が内面化している場合も
多い。「働き続けたい」と考えていた女性が、「子
どものためにはその方がいい」と退出していくプ
ロセスにおいて、三歳児神話は「目に見えない権
力」として作用している。さらに、経営者が三歳
児神話を内面化していれば、幼い子をもつ女性を
非正規へ転換させることは「母親のためにも子ど
ものためにもいいことだ」と信じることにすらな
りかねない。その背後に、家族の事情を抱えた労
働者を排除したいという経営側の思惑があるとし
ても、「女性のため」「子どものため」「あなたの
ため」と提示されることになる。さらに、そうし

た三歳児神話から逃れられるのは、従来通り働け
る労働者、すなわちケアを持ち込まないまま働く
女性たち、ということになる。

だが、三歳児神話が「目に見えない権力」とし
て作用しない女性たちも出現しているのではない
だろうか。両立への強い意欲をもっている女性、
あるいはキャリアについて考え続けてきた女性た
ちは、三歳児神話に容易にからみとられることは
ないと思われる。そのような女性たちには「子ど
ものためにはこうした方がいい」という従来の言
い方は通用しないはずだ。だがここで用いられた
ような「あなたのキャリアをつなぐため」という
提示の仕方をされたとしたら、どうだろうか。会
社を信頼し、これまでの仕事に誇りを持ち、あた
りまえに正社員として働き続けたいと強く望む女
性たちが、例えば保育園に入所できないなどの個
別な事情がある中で会社側と交渉しなければなら
ない時、「あなたのキャリアを応援している」「あ
なたのためにこういう制度を作った」と言われた
としたら、それは「対立」を生じさせにくいもの
として、あるいは不満を封じ込める効果をもつも
のとして、作用する可能性があるのではないだろ
うか。

8．おわりに

ここまで育児休業復帰面談における 3 つの権力
作用について考察を重ねてきた。改めて整理する。
マタハラNetの相談事例にみたように、復帰を阻
むさまざまな行為（面談の場での退職強要や一方
的な異動命令など）、あからさまな圧力行為に苦
しむ女性たちは今も多い。女性労働者の働く権利
を保障するという面からも復帰面談のあり方はさ
らに問題化していく必要がある。だが女性労働者
を排除しようとする装置は、そうした目に見える
抑圧（「顕在的権力」）として告発可能なものばか
りではない。どのような排除の仕組みが作動して
いるかを考察するためには「潜在的権力」「目に
見えない権力」という権力概念を用いることが有
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効であった。ここでは女性労働者が自ら不利な選
択をするよう作用する権力を「潜在的権力」とし
た。さらに、そうした選択（本来なら望んでいな
かった不利な選択）について、その不利益や不満
を自覚させないよう作用する権力を「目に見えな
い権力」とした。事例の考察によって明らかに
なったのは、労働市場における女性労働者を排除
しようとする仕組みにおいて「目に見えない権
力」が多様に作動しているのではないか、という
ことである。

長らく、女性労働者が労働市場から退出する際
「自らの選択」として語られる時に用いられたの
は「子どものため」という文言であった。「排除」
ではなく「選択」として語られる背後には「子ど
ものためにはその方がいい」という内面化された
三歳児神話があった。逆に言えば、それを利用す
れば、すなわち子育てや両立への不安を増大させ
るような形で働きかければ、女性労働者を退出さ
せることができた。しかし、そうした三歳児神話
に容易にはからみとられない女性たちも出現して
いる。もちろん両立への不安がまったくない、と
いう女性はいないだろう。だが「母親であるこ
と」「子育て」を一方の軸に置かない、仕事と子
育てを価値対抗的なものとしてとらえるのではな
く、「ごく普通にあたりまえに働く」という「地
に足のついた就労観」をもつ女性たちも出現して
いる（杉浦 2013: 283）。その一方で、女性が働き
続けるという「あたりまえさ」が共有されていな
い社会においては、「就労への意欲」は「就労へ
の不安」と背中合わせにならざるを得ない。これ
まで「両立への不安」が利用され、それが巧みに
三歳児神話によって回収されたように、「就労へ
の意欲」、その背中合わせにある「就労への不安」
が利用される可能性も、当然、考えられる。育児
休業復帰面談の場で示されるさまざまな提案が、
あなたのキャリアを応援するという形で、すなわ
ち「仕事を続けたい」と強く願う女性の「働く女
性アイデンティティ」に巧妙に働きかける形で示
されることがあるのだとすれば、そしてそれが、

その提案の背後にある意図や仕組みを見えにくく
し、本来生じるはずの「対立」を回避させるよう
作動するリスクがあるのだとすれば、それらにつ
いてさらに、ていねいにみていく必要があるだろ
う。
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